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秋
田
県
空
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
六
号

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
空
港
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
（
第
七
条
関
係
）

別
表
（
第
七
条
関
係
）

着
陸
料
等
を
減
額
す
る
航
空
機

減
額
す
る
額

着
陸
料
等
を
減
額
す
る
航
空
機

減
額
す
る
額

一

秋
田
空
港
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線
に
お

略

一

秋
田
空
港
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線
に
お

略

い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送
事
業

い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送
事
業

の
用
に
供
す
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
平
成
十
二
年
七

の
用
に
供
す
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
平
成
十
二
年
七

月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

に
秋
田
空
港
に
着
陸
し
た
後
引
き
続
き
停
留
し
、
当

に
秋
田
空
港
に
着
陸
し
た
後
引
き
続
き
停
留
し
、
当

該
着
陸
し
た
日
の
翌
日
に
離
陸
す
る
も
の

該
着
陸
し
た
日
の
翌
日
に
離
陸
す
る
も
の

二

秋
田
空
港
と
大
阪
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線
に
お

略

二

秋
田
空
港
と
大
阪
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線
に
お

略

い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送
事
業

い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送
事
業

の
用
に
供
す
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
六
年

の
用
に
供
す
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
六
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

間
に
秋
田
空
港
に
着
陸
し
た
後
引
き
続
き
停
留
し
、

間
に
秋
田
空
港
に
着
陸
し
た
後
引
き
続
き
停
留
し
、

当
該
着
陸
し
た
日
の
翌
日
に
離
陸
す
る
も
の

当
該
着
陸
し
た
日
の
翌
日
に
離
陸
す
る
も
の

三

大
館
能
代
空
港
と
本
邦
内
の
地
点
と
の
間
の
路
線

略

三

大
館
能
代
空
港
と
本
邦
内
の
地
点
と
の
間
の
路
線

略

に
お
い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送

に
お
い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送

事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
（
客
席
数
が
百
以
下
の

事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
（
客
席
数
が
百
以
下
の

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
二
年
一
月

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
二
年
一
月

一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に

一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に

大
館
能
代
空
港
に
着
陸
し
、
か
つ
、
離
陸
す
る
も
の

大
館
能
代
空
港
に
着
陸
し
、
か
つ
、
離
陸
す
る
も
の
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四

大
館
能
代
空
港
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線

略

四

大
館
能
代
空
港
と
東
京
国
際
空
港
と
の
間
の
路
線

略

に
お
い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送

に
お
い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送

事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
（
客
席
数
が
百
を
超
え

事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
（
客
席
数
が
百
を
超
え

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
二
年
四

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
二
年
四

月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

に
大
館
能
代
空
港
に
着
陸
し
、
か
つ
、
離
陸
す
る
も

に
大
館
能
代
空
港
に
着
陸
し
、
か
つ
、
離
陸
す
る
も

の

の

五

秋
田
空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
の
路
線
に
お

略

五

秋
田
空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
の
路
線
に
お

略

い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送
事
業

い
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
運
送
事
業

の
用
に
供
す
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
平
成
十
三
年
十

の
用
に
供
す
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
平
成
十
三
年
十

月
二
十
九
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

月
二
十
九
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

期
間
に
秋
田
空
港
に
着
陸
し
、
か
つ
、
離
陸
す
る
も

期
間
に
秋
田
空
港
に
着
陸
し
、
か
つ
、
離
陸
す
る
も

の

の

六

秋
田
空
港
又
は
大
館
能
代
空
港
と
本
邦
外
の
地
点

略

六

秋
田
空
港
又
は
大
館
能
代
空
港
と
本
邦
外
の
地
点

略

と
の
間
の
路
線
に
お
い
て
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供

と
の
間
の
路
線
に
お
い
て
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供

す
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か

す
る
航
空
機
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か

ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
秋
田
空

ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
秋
田
空

港
又
は
大
館
能
代
空
港
に
着
陸
し
、
か
つ
、
離
陸
す

港
又
は
大
館
能
代
空
港
に
着
陸
し
、
か
つ
、
離
陸
す

る
も
の
（
前
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

る
も
の
（
前
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


